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護岸設置のため、堤防の川裏側に腹付け盛土を行うため、法面を段切
りしていたところ、水道管がバックホウのバケットと接触し破損した

（水道管破損により住宅１件が断水被害を受けた）

【事故の原因】

設計図に水道管の推定位置が堤防舗装範囲の直下にあると記載さ
れていたため、法面の段切り掘削作業には影響がないと判断し、
埋設物管理者の確認は必要ないと考えていたこと

【事故の対策】

①埋設物管理者との立会を実施する
②水道管の埋設位置が不明瞭なため、人力掘削にて試掘を
行い、埋設位置を確認しながら掘削を行う

③『埋設物注意』ののぼり旗などを設置し、埋設物の存在
を周知徹底する

埋設管周辺の作業を行う際は、埋設物管理者との立会を適切に
行い、事故を未然に防ぎましょう！

破損個所

推定埋設位置は天端直下で
あったが、実際には異なる位

置に埋設されていた
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